
Ｉ
蓉
郵
唾
一

噸
諄
蜑

１
１

ロ
万
口
円

４
８

８
１
第
月
総
１
裁
年
地
３
東
和〈洞

山中理司様

東京地方裁判所長後藤

司法行政文書開示通知書

令和2年11月11日付け（同月13日受付）で申出のありました司法行政文書

の開示について，下記のとおり開示することとしましたので，通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

刑事部代表者会議議事録（令和2年3月13日開催分） （片面で11枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報(署名）及び公にすると事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがある情報（当番部及び追加部の部名）が記載されており， これ

らの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に

相当することから， これらの情報が記載されている部分を開示しないこととし

た。

3 開示の実施方法

写しの送付

(担当）総務課電話03 (3581) 2733 (ダイヤルイン）



【機密性2】

刑事部代表者会議議事録

日 。 時 令和2年3月13日 （金） 午後5時15分

東京地方裁判所裁判官第2研究室場 所

出席者の氏名
| 一 ■ ＝

議事の経過の要領及びその結果

付‘ 議 事 項 経過・結果
4

1 「東京地方裁判所及び管内簡易裁判所の令和2年度におけ

る裁判官の配置，裁判事務の分配及び代理順序， 開廷の日割

並びに司法行政事務の代理順序についての定め」の一部を改

正する定めについて（4月1日施行分） （資料1のとおり）

2刑事訴訟法第429条の準抗告当番部制について

（資料2のとおり）

1及び2

可決

１

１

作成者裁判所事務官

〃 ’
議



【機密性2】

刑事部代表者会議出席者名簿

氏名

垣内

伊藤

島田

守下

丹羽

永渕

中山

野澤

野原

小森田

吉崎

家令

坂田

楡井

西野

下津

所属

者行代
者

長
長
表

所
所
同
代
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同
同

正
人雅
一

刑事第1部

刑事第3部

刑事第4部

刑事第6部

刑事第7部

刑事第8部

刑事第10部

刑事第11部

刑事第13部

刑事第14部

刑事第15部

刑事第16部

刑事第17部

実
彦敏

健
大
晃
俊
恵
佳
和
正
英

一

行
一

郎
樹
弥
典
史
夫

五
口
一

健 司

オブザーバー

同

同

同

地裁刑事首席書記官

地裁事務局長

地裁事務局総務課長

地裁事務局総務課
課長補佐
地裁事務局総務課
庶務第一係長

橋爪

加藤

岩崎

佐藤

行
広
宏
秀
士

正
和
光
信

同

善小山



【機密性2】

(資料1）

「東京地方裁判所及び管内簡易裁判所の令和2年度における

裁判官の配置，裁判事務の分配及び代理順序， 開廷の日割並

びに司法行政事務の代理順序についての定め」の一部を改正

する定めについて

「東京地方裁判所及び管内簡易裁判所の令和2年度における裁判官の配置，裁判

事務の分配及び代理順序，開廷の日割並びに司法行政事務の代理順序についての定

め（令和元年東京地方裁判所定第120号） 」の一部を次のように改正する。

別表2 （本庁刑事部）を別紙のように改めるo

附則

この定めは，令和2年4月1日から施行する。

、



(別紙）
］2母三4Ll lH及階

部名 裁判官 開廷日

分配を受ける公判請求事件の諏類及び分配比率（公判請求事
件の分配を受けない部については，取り扱う事件の穂類）

合議事件 単独事件

甲類 ｜ 乙類 ｜ 丙類 ｜外国人 ’ 裁定 外国人 ｜ 一般

準抗告事件等の分
配比率

処遇事件の分配
比率

第1部 実
紀
香
行

正
美
紀

下
玉
入
社

守
古
家
一

判
判
判
補

火水木金 1．25 1 1 1 1

第2部 一
ぶ
一
介

の

永渕健

品川し

深野英

渋谷俊

兼判

兼判

兼判

兼補

分配停止

第3部 丹羽敏彦

多田裕一

長池健司

佐藤有紀

判
判
判
補

火水木金 1．25 1 1 1

第4部 一
ぷ
一
介

の

永渕健

品川し

深野英

渋谷俊

判
判
判
補

月火木金 1．25 1 1 1 1

第5部 実
紀
香
行

正
美
紀

下
玉
入
社

守
古
家
一

兼判

兼判

兼判

兼補

分配停止

第6部 中山大行

日野浩一郎

室橘秀紀

名取 桂

判
判
判
補

月火水木 1．25 1 1 1

第7部 河本雅也

野澤晃一

結城真一郎

金井千夏

判
判
判
補

月火木金 1．25 1 1 1

第8部 野原俊郎

蛭田円香

坂田正史

島尻大志

佐藤みなと

判
判
判
特補

補

月火水金 l （乙類合議事件を除く） 1 1 （租税事件を含む） I

第9部 伊藤雅人

井下田英樹

村田千香子

池田翔平

判

兼判

兼判

兼補

分配停止

第10部 一
昭
．
佑
キ

川田宏

三浦隆

世森ユ

情水洋

判
判
判
補

月火水金 1．25 1 1 1 1

第11部 吉崎佳弥

井下田英樹

村田千香子

池田翔平

判
判
判
補

月水木金 1．25 1 1 1 1

第12部 一
介
帆
泰

西野吾

小林謙

西山志

松村光

兼判

兼判

兼判

兼補

分配停止

第13部 家令和典

村山智英

渡邊一昭

伊藤友紀子

判
判
判
補

月火水金 1．25 1 1 1

第14部 q■■■■■

子
穂
吾
郎
隼
薫
彦
絵
子
り
莉
美
子
美
英
子
宏

紀
理
ど

亜
志
慎
圭
俊
花
真
み
由
直
夏
朋
雅
佳
信

島田

向井

向井

大伴

遠藤

三貫納

佐藤

藤井

杵渕

大嶋

岩瀬

丹野

井廻

柏戸

岸田

佐藤

岡田

堀内

判
判
判
判
判
判
判
特補

特補

特補

特補

特補

補
補
補
補
補
補

令状事件

第15部 夫
潤
太
波

英
亨
美

井
上
松
田

楡
三
赤
竹

判
判
判
補

月水木金 1．25 1 1 1 1

第16部 一

介

帆
泰

西野吾

小林謙

西山志

松村光

判
判
判
補

月火水木 1．25 1 1 】

第17部 下津健司

兒島光夫

秋出志保

松下健治

判

判

判

補

月火水木 1．25 1 1 1

第18部 巧
文
衣
郎二

俊
麻
光

鈴木

瀧岡

木口

廣見

判
判
判
補

月火水金 1．25 1 1 1 1

第19部 一
昭
．
佑
キ

川田宏

三浦隆

世森ユ

情水洋

兼判

兼判

兼判

兼補

分配停 I|名

第2()部 巧
文
衣
郎一一

俊
麻
光

鈴木

髄岡

木口

廣見

兼判

兼判

兼判

兼補

分配停止



(資料2） 【機密性2】

刑事訴訟法第429条の準抗告当番部制について

1 平日における法第429条の準抗告事件については，令和2年4月1日以降も

引き続き事務分配規程を改正しないまま当番制をとることとし，別紙1の当番表

のとおりとする。

なお，部が処理した上記事件については，事件係において備え置く配点簿に登

載する。

2 当番表は，原則として， 当番部2か部に追加部1か部を加えた3か部制とし，

当番部は原則として兄弟部の組合せとする。兄弟部が3か部の場合は， うち2か

部を当番部， 1か部を追加部とする。

なお，夏季休廷期間は2か部制とする。

3(1) 事件の分配は， 当番部，追加部の順に分配し， 当番部の中では，配点簿に基

づき，分配した実績の少ない部からこれを行う。

（2） 事件数は，不服を申し立てられた原裁判の数（事務分配規程第33条1項4

号）により算定する。

（3） 当番部及び追加部間では，分配にかかわらず，他の部で事件を処理すること

ができるものとする。

（4） 当番部及び追加部において当番日の処理が困難と認められる場合， 当該部

は，速やかに事件係長に連絡をしなければならない。刑事部所長代行者は，事

件係長から上記連絡を受けたときは， 当該事件を担当すべき部を指定する。

4(1) 当番部又は追加部において， 当番日として割り当てられた日に差支えが生じ

た場合は， 当該部が交替すべき他の部と調整した上，割当日を変更することが

できる。 この場合，差支えが生じた部は，別紙2の準抗告当番部等変更申出書

を事件係に提出しなければならない。

（2） 上記交替による部の変更は， 当番表に反映させる。

5(1) 事件係長は，午後5時30分までに，検察官からの準抗告申立ての有無を東



京地検令状課に確認し，その結果を当番部及び追加部に連絡しなければならな

い。当番部及び追加部は，検察官からの申立てがある旨の連絡を受けたとき

は，原則として，その日に， 当該事件を処理する。

(2) 午後5時から午後5時30分までの間に当直に提出された準抗告の申立てに

ついては，原則として，その日に， 当番部及び追加部が処理する。

上以

2



(別紙1）

【準抗告当番表】
【機密性2】

令和2年

当番部|追加部｜ 月日 ’当番部 月日追加部 当番部 当番部|追加部’当番部 追加部月日 月日追加部

水 金5月1日4月1日 6月1日｜月

、、、、木 5月2日 6月2日｜火4月2日 土

、、

ミ
金4月3日 5月3日 水6月3日

■
■
一

、、卜、、|、、土4月4日 5月4日 月 6月4日｜木
’

、、、、、 、、火 金4月5日 5月5日 6月5日
一
口
■
一

|、、|、、、’、水4月6日 月 5月6日 6月6日｜土

4月7日｜火 木5月7日 6月7日｜ 日
1

4月8日|水 金5月8日 6月8日 月

、、、、、木4月9日 土5月9日 6月9日 火

、、、、金4月10日 水5月10日 6月10日日

晨侵
、、
、、|、

、、’土4月11日 5月11日 月 木6月11日

、 火 金4月12日 5月12日 6月12日日

ミミ|、、、水4月13日 月 5月13日 6月13日 土

、、|、、卜、4月14日 火 木5月14日 6月14日
■

■

一

水 金4月15日 5月15日 6月15日 月

≧≧≧
、、|、、4月16日｜木 土5月16日 6月16日 火

金4月17日 5月17日｜日 6月17日 水

NNN
図
|、4月18日 土 5月18日 月 6月18日｜木

4月19日 5月19日 火 6月19日｜金
■
■
一

≧≧妄
、、4月20日｜月 5月20日｜水 6月20日 土

火4月21日 木5月21日 6月21日
■
■
一

4月22日｜水 金5月22日 6月22日 月

一
一 、、|、

I|木4月23日 5月23日 土 6月23日｜火a

金4月24日 水5月24日 6月24日三

ﾐ長侯
、、、
、

4月25日 土 5月25日 月 木6月25日

4月26日 5月26日 火 6月26日 金日

当≧≧
4月27日 月 水5月27日 6月27日 土

4月28日｜火 5月28日 木 6月28日
■■

里

水4月29日 5月29日｜金 6月29日 月

|、、|、、、4月30日｜木 5月30日｜土 火6月30日

、｢、二、可 l l l l、5月3旧日



【機密性2】(別紙1）

【準抗告当番表】

令和2年

|当番部 |追加部当番部 追加部
｜
’ |当番部|追加部’当番部 追加部当番部月日 月日 月日追加部

水 8月1日｜土 火7月1日 9月1日

木 水7月2日 8月2日 日 9月2日

金7月3日 8月3日 月 9月3日 木

、、|、、|、、 8月4日｜火 金7月4日 土 9月4日

、、

一

、、、、、
一

8月5日｜水7月5日｜ 日 9月5日 土

木7月6日 臆 8月6日 9月6日 日

7月7日|火 |月金8月7日 9月7日

7月8日｜水 8月8日 土 火9月8日

木7月9日 水8月9日 9月9日
■
■
一

金7月10日 木8月10日｜月 9月10日

、|、、図
図

7月11日 土 8月11日 火 9月11日 金

、|、、 、

≧筐
水7月12日 8月12日日 9月12日|土

、、、、、7月13日 脂 木8月13日 9月13日
■
■
一

金火7月14日 8月14日 月9月14日
夏
季
休
廷
期
間

水7月15日 8月15日 土 9月15日 火

7月16日｜木 8月16日 水9月16日
■

ロ

一

金7月17日 8月17日 月 木9月17日

ﾐ晨晨
、、|、
、、

7月18日 土 火 9月18日｜金8月18日

≦
、|、、7月19日 水

｜
■
■
一 8月19日 9月19日 土

、、、7月20日 月 8月20日｜木 9月20日
ロ
里

､、卜、ご＼’金7月21日 火 8月21日 9月21日 月8

|水7月22日 火8月22日 土 9月22日’
9月23日木7月23日 水8月23日 日

金7月24日 8月24日 月 木9月24日
夏
季
休
廷
期
間

7月25日 土 火8月25日 金9月25日

、、7月26日 8月26日 水
■
■
一 9月26日｜土

、、|、、|、、、7月27日 月 木8月27日 9月27日｜ 日

7月28日 火 8月28日｜金 9月28日 月

7月29日 水 8月29日 土 9月29日 火

7月30日 木 8月30日 水9月30日
ロ
■
一

’ ｜ ’7月31日｜金 8月31日 月



(別紙1）

【準抗告当番表】
【機密性2】

令和2年

｜当番部|追加部｜
囹
圖
閻団

酉一利図
團
四
囲
囹
團
固団咽図
国一利図
囹
四
函
囹
圓
園団咽図
酉一
団

F
【

図
図
図
図
図
図
図

一
一
一

部加追

雪
雲
雪
雲

Ｉ
立
口番当

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１

月
明
明
明
狙
明
明
明
明
明
則
勵
則
則
則
勵
剛
剛
勵
勵
匪
即
匪
彫
馳
駆
彫
馳
駆
即
彫
彫

１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
．
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１『

一
一
一
一
一
一
一
一
一

部日力追Ｉ立口番当

團
團
四
囲
囹
圖
囹
團
団
四
一
水
一
囹
囹
因
團
國
図
困
囹
圖
因
團
團
一
火
一

、

月日

10月1日

10月2日

10月3日

10月4日

10月5日

10月6日

10月7日

10月8日

10月9日

10月10日

10月11日

10月12日

10月13日

10月14日

10月15日

10月16日

10月17日

10月18日

10月19日

10月20日

10月21日

10月22日

10月23日

10月24日

10月25日

10月26日

10月27日

10月28日

10月29日

10月30日

10月31日

月日

'1月旧

,,月2日

，1月3日

11月4日

11月5日

11月6日

11月7日

''月8日
11月9日

11月10日

11月11日

11月12日

''月'3日
''月'4日
11月15日

11月16日

11月17日

11月18日

11月19日

11月20日

11月21日

11月22日

11月23日

11月24日

''月25日
''月26日
11月27日

11月28日
11月29日
11月30日

土へ|、|、、’

’ |は別なﾛｰﾃｰｼｮﾝ



【機密性2】(別紙1）

【準抗告当番表】

令和3年

|当番部|追加部｜ 月日 ｜当番部|追加部’当番部 当番部月日追加部 追加部当番部月日 月日追加部

、1月1日｜金 2月1日｜月 3月1日｜月

、、1月2日｜土 2月2日｜火 火3月2日

2月3日 水 水1月3日 3月3日
■
■
一

2月4日 木1月4日|月
'月5日|火

1月4日｜月 木3月4日

k|、、 2月5日 金 金3月5日

|、、、、、水1月6日 2月6日 土 3月6日 土

|、、、、|、、、1月7日｜木 2月7日 3月7日’
口
■
一 日

3月8日’1月8日｜金 2月8日 月 月

|、|、|、、1月9日｜土 火2月9日 3月9日 火

ﾐﾐﾐ、、
2月10日｜水1月10日｜ 日 水3月10日

1月11日 月 2月11日｜木 3月11日｜木

金火 金1月12日 2月12日 3月12日

一
一
、、 尺|、△1月13日｜水 2月13日 土 3月13日 土

ご＼1月14日 木 2月14日 3月14日｜日日

金1月15日 2月15日 月 3月15日 月

、、
長ミ

土1月16日 2月16日 火 3月16日 火

、、|、 水1月17日 日 3月17日｜水2月17日

木1月18日 月 木2月18日 3月18日

火 金 金1月19日 2月19日 3月19日
－

、、、、、 ' 3月20日|*R3月20日｜土 、、|、水1月20日 2月20日 土

､3月2旧｢目~K、3月21日 日、、、、’ △木1月21日 2月21日
■
■
一

金1月22日 2月22日｜月 3月22日 月

、、､、土1月23日 2月23日 火 火3月23日

、、|、、|､、1月24日 水 水日 2月24日 3月24日

1月25日 臆 木2月25日 木3月25日

1月26日 火 金 3月26日｜金2月26日

ﾐ長ミ、、 長
、、

≧
水1月27日 土2月27日 土3月27日

、、木1月28日 2月28日 3月28日目
■
■
一

金1月29日 3月29日 臆

て尺尺土1月30日 3月30日 火

、、､、、、1月31日 水
■

里 3月31日

|は別なﾛｰﾃｰｼｮﾝ



【機密性2】／

(別紙2）

令和 年 月 日

東京地方裁判所刑事部所長代行者殿

刑事第 部部総括裁判官 印

刑事第 部部総括裁判官 印

準抗告当番部等の変更申出書

下記のとおり準抗告当番部等を変更したいので， 申し出ます。

記

令和 年 月 日 （ ）の当番部等を

刑事第 部から刑事第 部に変更

令和 年 月 日 （ ）の当番部等を

刑事第 部から刑事第 部に変更

(提出先 訟廷事件係）


